
図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
図
書
館
等
で

８
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。
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（5） 平成30年7月25日発行議 会 だ よ り

問
給
与
所
得
お
よ
び
公
的
年

金
等
控
除
か
ら
基
礎
控
除
へ

の
振
替
が
与
え
る
影
響
は
。

答
給
与
、
公
的
年
金
等
所
得

者
に
影
響
は
な
い
。
青
色
申

告
特
別
控
除
等
の
調
整
措
置

対
象
と
な
ら
な
い
事
業
所
得

者
等
は
税
負
担
が
軽
減
す
る
。

問
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し

で
税
負
担
が
増
す
内
容
は
。

答
給
与
所
得
控
除
額
の
上
限

額
の
見
直
し
、
公
的
年
金
等

控
除
額
の
上
限
額
の
設
定
、

基
礎
控
除
が
逓
減
・
消
失
す

る
仕
組
み
の
導
入
お
よ
び
調

整
控
除
が
消
失
す
る
仕
組
み

の
導
入
で
あ
る
。

問
中
小
企
業
の
設
備
投
資
へ

の
特
例
措
置
を
利
用
す
る
こ

と
で
生
じ
る
利
点
は
何
か
。

答
対
象
の
償
却
資
産
に
係
る

固
定
資
産
税
が
新
た
に
課
税

さ
れ
る
年
度
か
ら
３
年
間
ゼ

ロ
と
な
る
こ
と
に
加
え
、
国

の
補
助
事
業
を
申
請
し
た
場

合
に
優
先
採
択
や
補
助
率
の

引
き
上
げ
が
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
特
例
措
置
を
受
け
る
こ
と

で
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
が
ゼ
ロ
と

な
る
が
、
特
例
適
用
期
間
は

資
産
の
取
得
時
期
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法

の
施
行
の
日
で
あ
る
平
成
30

年
６
月
６
日
か
ら
平
成
33
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
取
得

さ
れ
た
一
定
の
償
却
資
産
に

つ
い
て
、
課
税
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
年
度
か
ら
３
年
間

特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
る
。

問
国
の
補
助
事
業
に
お
け
る

優
遇
措
置
の
内
容
は
。

答
も
の
づ
く
り
・
商
業
・
サ

ー
ビ
ス
経
営
力
向
上
支
援
事

業
、
小
規
模
事
業
者
持
続
化

補
助
金
、
戦
略
的
基
盤
技
術

高
度
化
支
援
事
業
、
サ
ー
ビ

ス
等
生
産
性
向
上
Ｉ
Ｔ
導
入

支
援
事
業
の
４
つ
の
補
助
事

業
に
つ
い
て
、
優
先
採
択
と

な
る
審
査
上
の
加
点
措
置
が

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
一
部
補

助
率
引
き
上
げ
の
優
遇
措
置

も
受
け
ら
れ
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
他
市
に
お
け
る
特
例
割
合

の
状
況
は
。

答
中
小
企
業
庁
の
調
査
に
よ

る
と
、
中
核
市
52
市
、
県
内

61
市
町
村
が
、
特
例
割
合
を

ゼ
ロ
と
す
る
意
向
で
あ
る
。

問
特
例
措
置
の
対
象
と
な
る

中
小
企
業
と
は
。

答
資
本
金
ま
た
は
出
資
金
の

額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
、

資
本
金
ま
た
は
出
資
金
を
有

し
な
い
法
人
で
従
業
員
数
が

千
人
以
下
の
法
人
、
従
業
員

数
が
千
人
以
下
の
個
人
の
い

ず
れ
か
の
う
ち
、
先
端
設
備

等
導
入
計
画
の
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。

問
本
市
が
策
定
す
る
導
入
促

進
基
本
計
画
の
内
容
は
。

答
国
の
導
入
促
進
指
針
に
基

づ
き
つ
つ
、
多
種
多
様
な
中

小
企
業
が
集
積
す
る
本
市
の

特
性
を
踏
ま
え
、
地
域
や
業

種
等
に
つ
い
て
の
制
限
を
設

け
ず
、
原
則
全
て
の
中
小
企

業
が
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
策
定
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し

に
よ
り
、
保
育
料
や
介
護
保

険
料
の
負
担
に
不
利
益
が
生

じ
な
い
の
か
。

答
平
成
30
年
度
税
制
改
正
の

大
綱
に
お
い
て
、
社
会
保
障

制
度
等
の
給
付
や
負
担
の
水

準
に
関
し
て
意
図
せ
ざ
る
影

響
や
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ

う
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
国
の

動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

問
固
定
資
産
税
の
特
例
割
合

を
ゼ
ロ
と
し
た
根
拠
は
何
か
。

答
本
特
例
措
置
の
積
極
的
な

活
用
に
よ
り
、
市
内
の
中
小

問
条
例
制
定
の
背
景
は
。

答
こ
れ
ま
で
の
債
権
回
収
の

取
り
組
み
と
合
わ
せ
、
債
務

者
の
死
亡
等
に
よ
り
徴
収
不

能
に
陥
っ
て
い
る
債
権
に
つ

い
て
も
積
極
的
に
対
応
を
行

う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

問
水
道
料
金
債
権
を
別
途
管

理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
。

答
水
道
料
金
債
権
が
平
成
15

年
に
最
高
裁
で
私
法
上
の
債

権
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

消
滅
時
効
と
な
る
期
間
が
経

過
し
た
回
収
見
込
み
の
な
い

債
権
に
つ
い
て
、
会
計
上
、

不
納
欠
損
処
理
を
行
い
、
時

企
業
の
新
た
な
設
備
投
資
を

後
押
し
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
一
定
の
減
収
は
見

込
ま
れ
る
も
の
の
、
今
後
の

企
業
収
益
の
向
上
や
雇
用
環

境
の
改
善
が
期
待
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
中
期
的
に
は
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
と
判
断
し
た
も

の
で
あ
る
。

効
の
援
用
が
な
い
債
権
に
つ

い
て
別
途
管
理
す
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

問
条
例
制
定
後
の
収
入
率
向

上
プ
ラ
ン
へ
の
取
り
組
み
は
。

答
債
権
回
収
の
取
り
組
み
に

加
え
、
本
条
例
の
債
権
放
棄

の
基
準
に
よ
る
統
一
的
な
事

務
処
理
を
行
い
、
債
権
の
回

収
と
放
棄
を
と
も
に
推
進
し
、

プ
ラ
ン
の
目
標
達
成
に
向
け

取
り
組
ん
で
い
く
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
川
越
市
が
保
有
す
る
収
入

未
済
の
債
権
の
中
で
、
平
成

 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

本
会
議
に
お
け
る

　
議

案

質
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　【
質
疑
を
し
た
会
派
名
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議
案
第
62
号

市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】【
政
晴
会
】【
自
由
民
主
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
63
号

債
権
管
理
条
例

【
日
本
共
産
党
】【
立
憲
・
民
進
党
】


